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救命胴衣着用の義務

平成３０年２月以降、小型船舶の船室外の甲板上では、

原則、すべての乗船者に救命胴衣（ライフジャケット）

を 着 用 さ せ る こ と が 船 長 の 義 務 に な っ て い ま す 。
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船室外甲板上での救命胴衣着用義務

１ 海の事件・事故は海上保安庁緊急通報番号118番へ！
２ ライフジャケットの常時着用！
３ 連絡手段の確保！

自己救命策確保３つの基本

小型船舶でのライフジャケット非着用者の海中転落時の

死亡率は、着用者の５倍となっており、ライフジャケッ

トの着用は命を守るために必要不可欠なものです！

ライフジャケットが命を守る
小型船舶からの海中転落者の生存／死亡率

ライフジャケットの種類

着用義務の対象となる場合、原則として国が安全

性を確認した証である“桜マーク”のあるライフ

ジャケットを着用しなければなりません。

適用除外等の対象例

違反すると処分があります！

違反した船長には、違反点数２点が課され、再教育講習

を受けなければなりません。

５点以上で免許停止の対象となります。

最大６か月の免許停止

※違反点数の付与は、平成３４年２月１日から開始されます。
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※適用除外などの対象とするためには様々な用件がありあます。詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。


